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 議事日程第１２号                               

 

令和元年（２０１９年）招集大阪狭山市議会定例会１２月定例月議会議事日程 

令和元年（２０１９年）１１月２８日午前９時３０分開議 

議会期間（令和元年１１月２８日から同年１２月２０日まで２３日間） 

 

日程第 １   発議第１６号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   議案第６３号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

日程第 ３   議案第６４号  大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 ４   議案第６５号  大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例につい 

               て 

日程第 ５   議案第６６号  土地改良事業の施行について 

日程第 ６   議案第６７号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第６号）について 

日程第 ７   議案第６８号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市国民健康保険特別会 

               計（事業勘定）補正予算（第２号）について 

日程第 ８   議案第６９号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計 

               補正予算（第３号）について 

日程第 ９   議案第７０号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計 

               補正予算（第１号）について 

日程第１０   議案第７１号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市茱 木財産区特別会 

               計補正予算（第１号）について 

日程第１１  報告第 ７ 号  第５期メルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株式会社の事 

               業計画及び予算の報告について 

日程第１２  請願第 ５ 号  「次期介護保険改定についての意見書」を国に提出 

               することを求める請願について 

日程第１３  請願第 ６ 号  年金の毎月支給を求める意見書を国に提出すること 

               に関する請願について 
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日程第１４  請願第 ７ 号  加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創 

               設を求める請願について 

日程第１５  要望第 １ 号  子どもの均等割を減免し、高すぎる国民健康保険料 

               軽減を求める要望について（要望項目の３点目及び 

               ４点目） 

日程第１６  要望第 ２ 号  大鳥池、環境整備の実施に対する要望について 
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発議第１６号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規

定により、下記のとおり署名議員を指名する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                   大阪狭山市議会議長  岡 由利子  

 

 

記 

  

 

            １２番  西 野 滋 胤 

            １３番  鳥 山  健 
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議案第６３号 

 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 

 

 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

      

 

    令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

      住 所  大阪府大阪狭山市大野台四丁目４番１号 

 

      氏 名  加 藤 慶 子 

 

           昭和２１年１１月３０日生 
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議案第６４号 

 

 

大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例 

について 

 

 

大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市火災予防条例（昭和３７年大阪狭山市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 

第４７条の次に次の１条を加える。 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表）  

第４７条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資

するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法若しくは令の規定又はこれ

らに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができる。  

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係

者にその旨を通知するものとする。  

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手

続は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第６５号 

 

 

大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

 

大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市下水道条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市下水道条例（昭和６２年大阪狭山市条例第６１号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第６条の３第１項第１号中「第６条の８第１項の規定により責任技術者として登録

を受けた者」を「大阪府下水道協会から下水道排水設備工事責任技術者証（以下「責

任技術者証」という。）の交付を受けた者（以下「責任技術者」という。）」に改める。 

 第６条の８の見出しを「（責任技術者）」に改め、同条第１項中「、次条第１項に規

定する排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）の登録を受けている者

のうちから」を削る。 

 第６条の９から第６条の１１までを削る。 

 第６条の１２第１項を削り、同条第２項を同条第１項とし、同条第３項及び第４項

を削り、同条を第６条の９とする。 

 第６条の１３を削る。 

第６条の１４第１項を次のように改め、同条を第６条の１０とする。 

指定工事店の指定及び更新については、１件につき５，０００円の手数料を徴収

する。 

 第２５条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１３号までを１号ず

つ繰り上げる。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大阪狭山市下水道条例第６条

の１２第１項の規定により交付した排水設備責任技術者証は、当該責任技術者証の

有効期限が経過するまでの間、大阪府下水道協会が交付した下水道排水設備工事責

任技術者証とみなす。 
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議案第６６号 

 

 

土地改良事業の施行について 

 

 

 土地改良事業の施行に関し応急工事計画を定めることについて、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４第 1 項において読み替えて準用する同法第８７

条の５第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

    令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 事業名 

  農業用施設災害復旧事業 

２ 事業目的   

令和元年８月１９日の集中豪雨により農業用ため池である大鳥池北堤外法面が

崩落したため、早急にその復旧を行うことにより、農業用ため池の機能回復及び

災害の発生の防止を図ることを目的とする。 

３ 施行箇所  

大鳥池（大阪府大阪狭山市東野中一丁目地内） 

４ 工事計画  

工事延長８.５メートル  
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ふとん篭（１段積）延長５メートル  

盛土工（土羽）面積６１平方メートル 

５ 概算事業費 

  ７４７，０００円 
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議案第６７号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第６号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第６号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第６８号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市国民健康保険特 

         別会計（事業勘定）補正予算（第２号）につい 

         て 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）を別案

のとおり提出する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第６９号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別 

         会計補正予算（第３号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第３号）を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第７０号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市今熊財産区特別 

         会計補正予算（第１号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出す

る。 

 

   

令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

  



15 

議案第７１号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市茱 木財産区特 

         別会計補正予算（第１号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年

度（２０１９年度）大阪狭山市茱 木財産区特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出

する。 

 

   

令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 ７ 号 

 

 

第５期メルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株式会社

の事業計画及び予算の報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、第５

期メルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株式会社の事業計画及び予算について別紙のとおり

報告する。 

 

 

    令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 


























